
岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

制定 昭和60年公安委員会規則第２号

改正 平成５年公安委員会規則第６号、平成10年公安委員会規則第８号

平成11年公安委員会規則第１号、平成14年公安委員会規則第６号

平成16年公安委員会規則第１号

(原文縦書き)

（目的）

第１条 この規則は、岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行

条例（昭和59年岐阜県条例第33号。以下「条例」という。）の規定に基づき、必要

な事項を定めることを目的とする。

（風俗営業の許可に係る営業の制限地域の特例）

第２条 条例第３条第２項第１号の公安委員会規則で定める地域は、別表第１に掲げ

る地域とする。

（風俗営業の営業時間の制限の特例）

第３条 条例第４条第１項第１号の公安委員会規則で定める日は、12月21日から翌年

の１月10日までの間の日とする。

２ 条例第４条第１項第２号の公安委員会規則で定める日は別表第２の左欄に掲げる

日とし、同号の公安委員会規則で定める地域はそれぞれ同表右欄に掲げる地域とす

る。

（店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域に係る規則で定める施設）

第４条 条例第10条第２号の公安委員会規則で定める施設は、次の各号に掲げるとお

りとする。

(1) 都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）第２条第１項第１号に規定する都

市公園

(2) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第21条に規定する公民館

附 則（昭和60年２月12日岐阜県公安委員会規則第２号）

１ この規則は、昭和６０年２月１３日から施行する。

２ 岐阜県風俗営業等取締法施行条例施行規則（昭和34年岐阜県公安委員会規則第２

号）は、廃止する。

附 則（平成５年10月８日岐阜県公安委員会規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成10年12月25日岐阜県公安委員会規則第８号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成11年１月５日岐阜県公安委員会規則第１号）

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成14年３月29日岐阜県公安委員会規則第６号）

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則（平成16年１月30日岐阜県公安委員会規則第１号）

この規則中別表第二四月二十日の項の改正規定は平成十六年二月一日から、同表八

月十四日から八月十六日までの間の日の項及び八月十七日の項の改正規定は同年三月

一日から施行する。



別表第１（第２条関係）

岐阜市大字長良福光字寺前 ２５２０番１から２５２０番４まで、２５２０

番９、２５２０番１１、２５２０番２８、２５

２０番２９、２５２０番３３、２５２０番３４、

２５２０番３６から２５２０番４２まで及び２

５２０番４９から２５２０番５１まで

岐阜市大字長良福光字猿尾 ２５２１番１から２５２１番１７まで及び２５

２１番２１から２５３２番まで

岐阜市大字長良福光字桃林 ２６９５番１から２６９５番４まで

岐阜市大字長良福光字北堤外 １８９９番１から１８９９番３まで及び１９０

０番１から１９１６番４まで

岐阜市大字長良福光字馬場 全域

岐阜市早田東町２丁目 ４５番から４９番まで及び５９番から７０番ま

で

岐阜市大字長良字南町 １２１番１から１２８番まで

岐阜市大字長良字鵜飼屋 １番１から２番２まで、３番１、３番６、４番

３、５番１、５番３から５番５まで、６番１か

ら９番１まで、１２番１から１５番１まで、１

５番５、１６番１、１６番６、１６番８、１８

番１から２６番３まで、２７番３、２７番１１、

３２番から４０番２まで、４６番１、４７番か

ら５１番２まで、６７番１から６８番１まで、

７３番１から７９番１まで、７９番５、７９番

７、８２番１、８２番３、８３番、８４番２か

ら８４番５まで、８４番１０、８６番から９２

番３まで、９３番３５、９３番３６、９４番１、

９４番２、９４番２の２、９４番６、９４番９

から９４番１２まで、９４番１６から９４番１

８まで、９５番から１２０番２まで、３５９８

番１及び３５９９番

岐阜市大字長良字新屋敷 全域

岐阜市大字長良字山先 ６６９番１から６８９番まで、６９０番１、６

９０番３から６９０番５まで、６９２番１から

６９８番１まで、６９８番２４、６９８番２５、



６９９番１、７０２番１及び７０６番２

岐阜市大字早田字川向 １９７２番、１９７３番１、１９７３番２、１

９７４番３、１９７４番５、１９７４番６及び

１９７４番８

岐阜市玉井町 １番１、２番１、３番１及び３番３

岐阜市湊町 １番から２２番１２まで、２５番１、３２番か

ら５３番まで、３９０番２から３９１番５まで、

３９１番１１から３９７番２まで、３９７番４、

３９７番６から３９７番９まで及び４１２番２

岐阜市御手洗 ３９０番２、３９０番１５から３９０番１９ま

で、３９０番２２、３９０番２３、３９０番２

５、３９１番５及び３９１番１０

岐阜市鏡岩 ４０３番１及び４０３番２

岐阜市日野西１丁目 １番１から４番１８まで

岐阜市日野西２丁目 １番１から８番２まで及び１０１番から１０９

番まで

岐阜市日野西３丁目 １番１から２番２９まで及び４番１から５番２

４まで

岐阜市日野北１丁目 １番１から２番１６まで

高山市上岡本町１丁目 １２３番１、１２３番２、２８４番１から３２

７番まで、３６４番から５１０番まで、５９２

番から６５１番まで、６５５番から６５８番ま

で、６９５番、６９６番、６９９番から７２６

番２まで、１０１６番から１０４３番まで、１

０４８番、１０５０番及び１０５３番

高山市西之一色町３丁目 ７４５番４、７４７番２、７４８番２、７５０

番１から７６０番３まで、７６４番１から７６

６番３まで、７７１番１、７７１番４、７７３

番２から７７６番２まで、７７８番１から７８

７番２まで、７８９番、７９３番６及び７９８

番から９４５番２まで



別表第２（第３条関係）

日 地 域

４月２０日 飛 市古川町若宮１丁目から３丁目まで、新栄町、

本町、金森町、片原町、東町、殿町、壱之町、弐

之町、三之町、末広町、栄１丁目及び２丁目、向

町１丁目から３丁目まで、増島町、貴船町、是重

１丁目及び２丁目並びに幸栄町

８月１４日から８月１６日 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大

までの間の日 手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷並び

に同市白鳥町白鳥

８月１７日 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大

手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷


